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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 足立区成年後見制度審査会（令和３年度第１回） 

事 務 局 足立区福祉部高齢者施策推進室高齢福祉課権利擁護推進係 

開催年月日 令和３年 ７月７日（水） 

開 催 時 間 １０時００分 開会 ～ １１時５８分 閉会 

開 催 場 所 中央館８階災害対策本部室 

出 席 者 

（委員） 

八杖会長、矢頭副会長、大輪委員、髙木委員 

（職員） 

高齢福祉課：宮本高齢福祉課長、関根権利擁護推進係長、 

檜山高齢援護係長 

障がい福祉課：二見障がい施策推進担当係長、 

       小川虐待防止・権利擁護担当係長 

西部福祉課：高野西部福祉課長 

障がい福祉センター：高橋障がい福祉センター所長 

中央本町地域・保健総合支援課：田口中央本町地域・保健総合支援課長、 

               田口精神保健担当係長 

足立区社会福祉協議会：佐藤福祉事業部長、和田地域福祉部長、 

山本権利擁護センターあだち課長 

欠 席 者 

福祉管理課：千ヶ崎福祉管理課長 

障がい福祉課：日吉援護担当課長 

生活保護指導課：北村適正化推進係長 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 
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（審議経過） 

○宮本高齢福祉課長  

それでは、定刻になりましたので、ただ

いまから令和３年度第１回足立区成年後見

制度審査会を開会いたします。 

 本日はお忙しいところお集まりいただき

まして、ありがとうございます。 

 審議に先立ちまして、資料を確認させて

いただきます。本日、席上に配付した資料

は次の６点でございます。まず１点目が次

第、２点目が名簿、３点目が席次表、４点

目が条例・施行規則つづり、５点目が議事

資料のつづり、６点目が計画資料のつづり

でございます。 

 不足している資料がございましたら、事

務局がお持ちいたします。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、今年度初めということもござ

いますので、区側のメンバーに入れ替わり

もございました。改めまして、簡単に自己

紹介をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず私から。この４月に高齢

者施策推進室長に着任いたしました宮本で

ございます。高齢福祉課長の事務も取り扱

っております。いわゆる兼務でございま

す。３月まで教育委員会に６年間在籍し、

学校教育部長を３年間、学校運営部長を３

年間務め、子供たちの学校教育に携わって

まいりましたが、４月からは１８０度異な

る分野である高齢者施策に携わっておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、高橋障がい福祉センター所

長、お願いいたします。 

○高橋障がい福祉センター所長 

 障がい福祉センター所長の高橋でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。私も

この４月に障がい福祉センターに参りまし

た。それまではスポーツ振興課長をしてお

りました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○高野西部福祉課長 

 西部福祉課長の高野と申します。西部福

祉課は４年目となりますが、この会議につ

いては３年間お世話になっております。引

き続きよろしくお願いいたします。 

○田口中央本町地域・保健総合支援課長 

 中央本町地域・保健総合支援課長の田口

でございます。４月まで子供の貧困対策に

おりましたので、新しくこちらに参りまし

た。よろしくお願いいたします。 

○佐藤福祉事業部長 

 社会福祉協議会福祉事業部長の佐藤と申

します。今年度もよろしくお願いいたしま

す。 

○和田地域福祉部長 

 同じく社会福祉協議会地域福祉部長の和

田と申します。今年度もどうぞよろしくお

願いいたします。 

○宮本高齢福祉課長 

 続きまして、委員の皆様にも御挨拶いた

だければと存じます。八杖会長からお願い

いたします。 

○八杖会長 

 八杖でございます。昨年度から引き続

き、会長を務めさせていただきます。 

 足立区は今年度から中核機関が設置され

て、地域連携ネットワーク協議会も設置さ

れて、順調にと申しますか、少しずつと申

しますか、成年後見の利用促進が進んでき

ていると思います。こちらの審査会では、

そういった動きが適切に進んでいるのかど

うか委員の皆様からアドバイスをいただき

ながら進めてまいりたいと思いますので、

今年度も１年間、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○矢頭副会長 
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 司法書士の矢頭でございます。私事です

が、先月の６月の総会で、今までのリーガ

ルサポートの役職を任期満了、退任いたし

まして、ようやく一司法書士として今後活

動してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 足立区においては、中核機関が設置され

るということでございますが、日本全国に

おいては、次期の基本計画の策定が今検討

されているということでございますので、

それも見据えながら今後の足立区での中核

機関の事業の活動、こういったものをどう

いうふうにしていったらいいか、こういっ

たものについて検討、私も考えていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○大輪委員 

 東京社会福祉士会の大輪と申します。よ

ろしくお願いいたします。東京社会福祉士

会の権利擁護センターぱあとなあ東京とい

うところに所属しておりまして、成年後見

制度事業に関わらせていただいておりま

す。ぱあとなあ東京では、法人後見監督部

会というところに所属してございます。今

後ともよろしくお願いいたします。 

○髙木委員 

 千住公証役場の公証人の髙木でございま

す。引き続きどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○宮本高齢福祉課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事のほうに入っていきたい

と思いますが、まず、本日の出席委員数を

報告いたします。委員定数４名のところ、

出席委員数４名、全員出席でございます。

条例第６条第２項に基づきまして、本日の

審査会が成立していることを報告いたしま

す。 

 これ以降の進行は、八杖会長にお願いい

たします。 

 なお、議事録作成のため、本日の質疑は

録音させていただきます。御了承くださ

い。また、発言の際には、最初にお名前を

述べてから発言してください。御協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

○八杖会長 

 それでは、これ以降は私が議事を進めさ

せていただきます。 

 まず最初に、本日の議事録の署名人を指

名したいと思います。本日の議事録署名人

は、矢頭委員と髙木委員にお願いしたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、次第に従いまして議事を進め

ます。皆さん、次第を御確認ください。議

題の１番、足立区成年後見制度審査会（成

年後見制度を取巻く状況等）について、ま

ず事務局から御報告をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○関根権利擁護推進係長 

 ありがとうございます。高齢福祉課権利

擁護推進係長の関根です。 

 私も今年度から着任しております。前職

は資産管理部というところで、公共施設の

寿命の計算などということをしていまし

た。全く畑違いからの異動で、今年度から

中核機関が立ち上がって地域連携ネットワ

ークが動き始めていますという状況で来て

みて、右も左も分からない中で日々勉強し

ている最中です。何とぞよろしくお願いい

たします。 

 さて、本日ですけれども、議題１、今年

度第１回目の制度審査会となりますので、

足立区成年後見制度審査会、本会のことで

すとか、今般の成年後見制度を取り巻く状

況等を踏まえながら説明させていただきた
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いと思います。お手元の「議事資料」とい

うホチキス留めのものの２ページを御覧く

ださい。 

 まず、本制度審査会ですけれども、平成

２１年度に区の成年後見制度を推進する事

業の適正な運営を図るための区長の附属機

関として条例により設置されています。お

手元の資料、条例のつづりにありますよう

に、こちらの条例になっております。 

 委員及び開催回数は、設置当初より４名

で、４名の先生方、弁護士、司法書士、社

会福祉士、公証人の各先生方に当初より参

加していただきまして、年４回開催してお

ります。 

 所掌事項につきましては、条例の２条と

資料の項番３にありますように、成年後見

制度の啓発及び推進に関する事項、成年後

見制度等の支援の実施及び評価に関する事

項、成年後見人の養成及び支援に関する事

項、その他区長が必要と認める事項となっ

ております。 

 昨年度の実施状況ですが、４番のとおり

です。令和２年度は、皆さん御存じのとお

り、新型コロナウイルス感染拡大等の影響

で、これまで予想だにしなかった事象が起

きまして、４回開催できずに２回になって

おります。第１回を開催したのが秋口で、

１０月９日です。その際に会長・副会長の

選出を行いまして、現在の八杖会長、矢頭

副会長のお二方にそれぞれ御就任いただい

ております。よろしくお願いいたします。 

 昨年度の報告ですとかそういったことを

行いまして、所掌事務にもありますとお

り、足立区の制度の利用の推進状況とか、

今後の取組内容について御報告を申し上げ

て御助言をいただいているところでござい

ます。 

 ５番をご覧ください。成年後見制度を取

り巻く状況としましては、平成２８年５月

に成年後見制度の利用の促進に関する法

律、いわゆる促進法、２９年３月に成年後

見制度利用促進基本計画、いわゆる国基本

計画というのが閣議決定され、全自治体に

おいて計画策定、体制整備、いわゆる協議

会、それから審議会の設置が努力義務化さ

れております。 

 これを受けて足立区では、平成３０から

３１年度にかけまして、地区専門三士会と

の意見交換会を実施し、令和２年度地域連

携ネットワーク検討協議会を要綱設置して

立ち上げ、本年度それが改定する形で、地

域連携ネットワーク協議会として要綱設置

され、運営している最中でございます。こ

の点に関しましては、今回の議題３として

取り上げますので、こちらでは省かせてい

ただきます。 

 （３）番で、東京家裁の数値を基に、昨

今の状況などを説明させていただきたいと

思います。 

 ページをめくっていただきまして、４ペ

ージ。このたび東京家裁から発表されまし

た令和２年１２月３１日時点での区市町村

別の成年後見制度の利用者数です。足立区

は、後見９３０件、保佐２２５件、補助６

１件、任意後見１３件で、合計１,２２９件

となっております。前年同時期は１,１６６

件なので、６３件増えております。 

 足立区の人口は、世田谷区、練馬区、大

田区、江戸川区に続いて５番目に多く、６

９万１,０００人となっているのですが、利

用者数のほうは、世田谷区、練馬区、大田

区に続いて足立区は４番目の多さとなって

おります。 

 右ページ、５ページ目に移りまして、成

年後見関係事件の申立て件数、令和２年の

１月から１２月までの間に、成年後見関係
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事件の申立て件数が発表されております。

足立区は項番２１番、後見開始が１６８

件、保佐開始が５１件、補助開始が１５

件、任意後見監督人選任が６件で合計２４

０件です。前年同時期が２３２件ですの

で、ほぼ同じ水準で推移しております。 

 ページをめくっていただきまして、６ペ

ージから９ページに関しまして、令和２年

１月から１２月までに開始の審判がなされ

た事件で、成年後見人等と本人との関係別

件数を示したものです。７ページのところ

の囲みが足立区の部分です。合計で２４９

件ありまして、司法書士が８８件と一番多

いのですが、特筆すべきところは、４３件

の社会福祉士、こちらは２３区で一番多い

数字となっております。やはり身上監護の

面などそういったところが欲せられている

のかなというふうに推察されます。 

 １０ページをご覧いただきますと、成年

後見制度における首長申立て件数、令和２

年１２月３１日時点のものでございます。

足立区の令和２年の申立てに関しては６

５、審判済みに関しては、この時点で５５

になっておりまして、例年とほぼ同じ数字

で推移しております。 

 １１ページをご覧いただきますと、認知

症高齢者の後見の申立てが、件数の中では

一番上位を占めております。選任後見人の

内訳として、司法書士が一番多いという状

況でございます。 

 先ほど、足立区の人口は５番目と申し上

げましたが、老年人口、６５歳以上の人口

が１７万１,７１５人おりまして、高齢化率

になりますと、２３区で一番多い２４.９％

となっております。おおよそ４人に１人が

６５歳以上という状況です。そのため、今

後もこういった認知症高齢者などに根差し

た成年後見制度の利用というのが行われて

いくのだろうと推察されます。 

 １２ページを御覧ください。こちらは令

和２年度第２回の制度審査会、令和３年３

月３０日のものの再掲になりますけれど

も、年度集計した数字になっており、足立

区における成年後見制度の審判の区長申立

ての状況になっております。 

 高齢者、知的障がい、精神障がいの分野

で、それぞれ記載の数字です。下の囲み、

審判の件数になりますと、高齢で５７件、

知的で５件、精神で３件という状況になっ

ております。内訳としては、社会福祉士が

高齢者で２４件、知的障がいで５件、精神

障がいで２件ということで、やはり社会福

祉士が多いなというような状況でございま

す。先ほどもお伝えしましたように、身上

監護面等のケアの必要性などが見てとれま

す。 

 １３ページにそちらの状況がグラフで載

っておりまして、昨年度と一昨年度で少し

変わったところは、区長申立てにおける司

法書士の受任が倍増している点です。身上

監護に加え、財産管理という側面とかも複

雑になっていく中でそういった要望も多い

のかと思われます。 

 下の図に行きますと、年度別の成年後見

制度の利用状況でございます。一番左のグ

ラフの検討件数は年度ごとに微増する形で

増えているのですが、区長申立て件数が、

一応、検討件数と申立ての時期などでずれ

があったりするのですけれども、微減して

いるように見えるかと思います。先ほど

の、すみません、何度も行ったり来たりで

申し訳ないんですけれども、４ページを御

覧いただいたときに、成年後見の利用者数

というのが１,２２９人足立区ではいるので

すが、これは前年度から６３人増加してお

り、さらに前々回は１,１０９人で、１,１
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０９人から１,１６６人なので５７人増加し

ています。 

 利用者数に関しては、２年にわたって足

立区は５７人、６３人と増加をしておりま

す。２年にわたって増加が見られている区

は、足立、大田、江戸川、千代田、台東、

江東ですが、いずれも５０件以上超えてい

るというのは足立区だけです。１番多かっ

たです。２位の大田区が前々回は２５人、

前回が４１人の増加だったのですけれど

も、足立区は、前々回が５７人の増加、前

回から比べて６３人の増加ということで、

いずれも極端に多くなってきている傾向が

あります。区長申立て件数というのが若干

減っていく中で利用者数が多くなっている

というところは、やはり親族申立てや本人

申立てなどが地域包括ケアなどの中で先ん

じて行われているのかなということが推察

されます。 

 １４ページに戻っていただきまして、こ

れは今年度に入ってからの集計表となって

いまして、６月までの集計になりますけれ

ども、申し訳ございません、下の囲みのと

ころで１つ訂正させてください。高齢１５

件で、弁護士５件、司法書士５件、社会福

祉士４件となっているのですけど、累計の

ところが、後見９件と書いてあるかと思い

ますが、正しくは１３件です。また、保佐

１件と書いてある部分は、正しくは保佐２

件でございます。申し訳ございませんが、

資料の訂正をお願いいたします。 

 例年、春先のほうは人事異動などがある

関係で、また私も含めてなんですけれど

も、高齢分野に不慣れな者が多かったりも

するので、すぐ区長申立てとか困難事例に

上げるというところになかなか至らず、役

所としての目詰まりというか、春先は鈍化

するような傾向にあるのは毎年のことでご

ざいます。この辺りも解消すべき課題なの

かなと思われます。 

 では、次に、少々毛色の変わる話なので

すけれども、昨今の成年後見制度を取り巻

く状況の中で、今般のワクチン接種に関わ

る成年後見人等の在り方ということで、１

５ページから写しを掲載させていただいて

おります。 

 令和３年３月２２日に厚生労働省の発行

している「成年後見制度利用促進ニュース

レター」２９号ですが、この件に関しまし

ては、庁内連絡会などでも取り上げまし

て、この時点と変わっていることは、２番

の使用するワクチンが、ファイザーだけで

はなくてアストラゼネカとモデルナも５月

２１日に薬事承認されていることが、修正

事項でございます。 

 めくっていただきまして、後見人に関わ

るところは１６ページです。予防接種法に

おけるワクチン接種を受ける際の書面によ

る同意について示しており、この「保護

者」には「後見人が含まれます」というこ

とです。御本人の同意が大前提にはあるの

ですが、後見人が保護者として、いわゆる

予防接種への同意をすることになるとい

う。あくまで本人の同意に基づく申請とい

う前提がある中では、現実的には後見人に

おいて大変難しい判断があるだろうなと思

料できます。 

 次のページをめくっていただきますと、

１８ページの上段に、「予防接種上の保護

者となるのは、法定後見における成年後見

人です。被保佐人、被補助人の場合は、保

佐人や補助人による同意の署名はできませ

ん。原則にしたがって、本人の同意に基づ

き」とあるのですけれども、しかしなが

ら、保佐、補助の場合でもご本人が判断で

きず機会逸失がないかというところが懸念
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されると、庁内の係長級の連絡会の中でも

話題になった部分でございます。 

 以上、足立区の状況、審査会、それから

昨今の成年後見制度を取り巻く状況につい

て説明させていただきました。ありがとう

ございます。 

○八杖会長 

 足立区の状況がよく分かる御説明をいた

だきまして、ありがとうございました。 

 今御報告いただきましたとおり、審査会

の役割と、足立区を中心とした成年後見の

利用状況について御説明をいただいたわけ

ですが、どちらからでも構いませんので、

皆さんから御質問や御意見等ありましたら

お願いします。まず御質問がありました

ら、お願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 特にございませんか。御質問以外でも、

御意見などがございましたらお願いしたい

と思いますけれど、いかがでしょうか。 

 それでは、私から少しお尋ねしたいと思

いますが、先ほど足立区の成年後見をめぐ

る状況を御説明いただきまして、１つ興味

深く思いましたのが、首長申立ての件数が

減少しているということと、その一方で、

申立てをした利用者数は毎年６０人ぐら

い、５０人を超える増加があるという、こ

ういった御説明があったことです。その分

析として、本人申立てや親族申立てが今の

利用促進、あるいは福祉関係者の皆さんの

御努力などもあって増えていると考えられ

るのではないかというお話があったわけで

すが、皆さんそれぞれのお立場で、今のよ

うな分析のとおりで宜しいのか、それとも

少し違うのではないかということなどにつ

いて御意見をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 社協さん、いかがですか。 

○佐藤福祉事業部長 

 社会福祉協議会の福事業部長です。 

 昨年は若干減っていますけれども、今年

は増えているような状況なので、４、５、

６のまだ３か月ですけれども、例年に比べ

ると少し増えているので、数字の上では若

干減ってはいますけれども、今年度は増え

そうな勢いなのかなというふうには感じて

おります。分析どおりでよいかと思いま

す。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。社会福祉協議会

では、親族申立てなどの支援を役割として

担っていただいていると思いますけれど、

親族申立てであるとか、本人申立てが増え

ている、相談が多くなっているというよう

な感触はあるのでしょうか。 

○山本権利擁護センターあだち課長 

 権利擁護センターの山本です。 

 特に昨年１年間におきましては、コロナ

の影響もあって、上半期は相談の件数が大

幅に落ち込んでいた状況ではありました。

ただ、緊急事態宣言が何度か発令されたり

解除されたりというのを繰り返す中で、下

半期、かなり例年よりも増える形での相談

件数に回復してきているというところもあ

りましたので、トータルで見ると、恐らく

相談に寄せられる件数としては増えていく

傾向にあるのかなというふうに思っており

ます。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。今、コロナの状

況のお話がありましたが、やはりコロナで

家にいる時間が長くなったり、判断能力が

低下することが増えたり、あるいは家族で

いろいろお話合いをするような機会が増え

たりしているというようなことも指摘され

ていますので、相談件数やご本人ご親族に
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よる申立件数が増えていくということはあ

りそうですね。いきなり大輪委員に振って

申し訳ございませんが、今のような成年後

見制度の利用が家族で検討されたりとか、

そういったことが増えているということは

社会福祉士会の中でも議論になっていたり

することはあるのでしょうか。 

○大輪委員 

 議論になるということではありません

が、今後、家族に対する御支援などを社会

福祉士も行っていかなければいけないとい

うことで、そういった研修などを取り入れ

ていこうかというふうに準備をしようとし

ているところでございます。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。そうしますと、

親族申立ての方や本人申立ての方などが、

今年度も増加傾向となりそうな感じはあり

ますので、普及啓発であるとか研修である

とか、そういったところはよく考えて施策

等を詰めていただく必要があるのかなと思

いますので、関係する皆さん方でしっかり

と御検討をお願いしたいと思います。 

 矢頭委員、よろしくお願いします。 

○矢頭副会長 

 意見といいますか、希望といいますか、

今年度、足立区では中核機関が設置される

ということで、具体的には、様々な案件が

中核機関に上がってきて、そこで成年後見

制度の利用が検討され、そして必要と認め

られれば申立て支援、そして申立てをし

て、親族後見人が選任されれば、その支援

を行っていくといったところが期待される

わけですが、そうすると今日いただいた家

庭裁判所のこの数字と中核機関で申立て支

援をした数字、もしくは親族後見人の支援

をしている件数、こういったものが今後は

きちんと捕捉できて対比できるというも

の、これが年を追うごとにこの件数が増え

ていくというところが見てとれるような統

計数字というものも今後は意識していただ

けると、中核機関が年々機能し始めている

というものが見ていけるかと思いますの

で、今後そういったところも御検討いただ

けるとありがたいと思いました。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。 

 大輪委員、お願いします。 

○大輪委員 

 足立区では、社会福祉士が成年後見人を

担う数が多いという御報告を受けたところ

ですが、身上監護面で身上監護が必要な方

が多いというふうに分析されていたかと存

じますが、ほかの地区では意外とリーガル

サポートの受任のほうが社会福祉士よりも

多いというような数値が出ているんです

が、ただ身上監護面だけではなくて、資産

の総額とかコーディネーションの関係もこ

こに入ってきているのかなと推測いたしま

す。 

 社会福祉士には身上監護面が必要だとい

うことはもちろんあるかと思いますが、そ

のほかの要因もあるのではないかと思いま

す。特に資力面というところで、どちらか

というと社会福祉士が受任をするケースと

いうのは、それほど大きな資力を持たず、

又は、資力がなく、なおかつ生活面での身

上監護がすごく重要になってくるケースと

いうのが多いという分析も必要かと思いま

した。 

 それと併せて、今、東京社会福祉士会ぱ

あとなあ東京では、ブロック制というのを

取っておりまして、後見人が決まらないよ

うな場合は、ブロックの中で候補者をさら

にもう一回推薦をかける、探すというよう

な体制を取っておりまして、その影響も少
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しずつ出てきており、受任が伸びてきてい

るのかなと分析できます。 

 以上、御報告も含めて発言いたします。 

○八杖会長 

 大変参考になるお話、ありがとうござい

ます。 

 私からもう少しお聞きしたいと思います

けれど、今、首長申立てが減ってきている

というお話がございました。実は、毎年、

最高裁判所から、成年後見制度の概況とい

う統計資料が公表されていますが、今年

度、令和２年度の特色としまして、申立て

をする方が今までは子どもが一番でした

が、これが初めて自治体が一番に変わった

ということが公表されました。要は首長申

立てが他の地域では増えていっているとい

うのが現状です。 

 確かに足立区の場合は微減なのでそれほ

ど大きく取り上げることではないのかもし

れませんが、なぜ足立区では微減している

のか、国の統計と異なる動きになっている

のか、そこは少し分析をしていただく必要

があるのではないかと思っています。 

 私は幾つかの自治体に関わっております

が、首長申立件数が伸び悩んでいるという

同じような課題を抱えている自治体がござ

いまして、原因の分析などがされていま

す。例えば、自治体の人事異動、先ほども

お話がありましたけれど、春先は低調にな

るというようなことが影響していたり、ま

た、地域包括支援センターや社会福祉協議

会さんと自治体との連携のところに課題が

あったりというのが多くの自治体で見られ

る原因ですね。 

 現場で対応している地域包括支援センタ

ーや社会福祉協議会から、成年後見制度に

つなぐ必要があると考えるいろいろなケー

スを自治体に上げているのですが、人事異

動などをはじめとする自治体における様々

な事情によりなかなか実際の成年後見制度

利用に結びついていない、現場と自治体が

連携できていないということがあるようで

す。足立区の場合はどうなのか。ここは数

字を基に少し分析を進めていただく必要が

あるのではないかと感じました。 

○関根権利擁護推進係長 

 ありがとうございます。次回検討してい

きたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

○八杖会長 

 今、統計資料を御説明いただいたのです

が、本日、公証人の髙木委員もいらっしゃ

っているので、任意後見、今回、任意後見

監督人の選任、実際に始まったのは何件か

という数字が出ておりますが、おおよその

感覚で構いませんので、どれくらい任意後

見契約書を作成されているのか、件数は多

くなってきているのか、少なくなってきて

いるのか、もし御報告いただけることがあ

りましたらお願いします。 

○髙木委員 

 私のテリトリーである任意後見の関係に

ついて少し説明させていただきますと、５

ページで、任意後見監督人選任が足立区で

６件となっていますが、これはあくまで申

立てをした件数であって、公正証書を作成

した件数は、私の感覚からすると、この

４、５倍は十分あるのではないかと思って

います。 

 任意後見の場合には、正常な判断能力の

ある状態で委任者と受任者が契約を結ぶこ

とになりますから、その後に判断能力の低

下がない状態で亡くなってしまいますと、

この制度、監督人の申立てというのはない

わけです。そのため、ここに申立てがある

というのは、その程度になって代理権を行
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使することが必要な状態になったものが６

件ということでありまして、決して任意後

見契約の締結件数が少ないとかそういうこ

とではないと思います。むしろ私として

は、公証人になって５年ほどになりますけ

れども、任意後見の相談件数は増えている

と思います。 

 全体的な感覚から言いますと、リーガル

サポートとかそういう士業の先生方が受任

者となって締結する件数と、それ以外の親

子や親族などの一般の方たちの相談という

のがあるわけですけれども、相対的な件数

とすると、７対３ぐらいで親子・親族の相

談件数が多いのではないかと。ということ

は、任意後見契約を含めて、成年後見制度

がかなり一般社会に浸透しているというこ

とで、個人の相談件数もそれにつれて増加

しているのでないかというのが私の現在の

感覚です。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。今、司法書士さ

んが契約をすることが増えてきているよう

な感覚があると髙木委員から御説明があり

ましたが、矢頭委員からもし補足などござ

いましたらお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。 

○矢頭副会長 

 東京支部における数字というのは、感覚

的にも持ち合わせてはおりませんが、今髙

木先生がおっしゃったとおり、足立区にお

いても、もしくは全国的においても、任意

後見制度の広報、周知というものが図られ

ております。また、特に成年後見制度利用

促進基本計画の中で、保佐、補助、それか

ら任意後見、これらの広報事業を強化して

いく必要があるというようにも言われてい

る中で、特に任意後見に意識を置いて広報

事業が行われつつあるかなというように思

っておりますので、その成果がじわじわと

出てきているのかと思っております。 

 したがって、様々な相談窓口といったと

ころにおいても、そういったものを意識し

ながら今後事業をしていく必要があるのか

なというふうには思います。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。先ほど、足立区

の高齢化率のお話がございまして、２５％

に少し欠けるぐらいで、２３区内では一番

高いというような御説明だったかと思いま

すけれど、高い高齢化率との関係もあっ

て、「老い支度」ということに対し、足立

区では、区民の皆さんがかなり関心を持っ

ている実情があるのではないかなと思いま

す。 

 いろいろな自治体で今、成年後見の利用

促進は行われていますが、やはり老い支度

なども含めた、今元気な人たちがどう今後

成年後見制度に関わっていくのか、利用し

ていくのかというところにも守備範囲を広

げざるを得なくなって、対応する自治体も

増えてきていると思いますので、足立区の

高齢化率などを考えると、やはりその点も

少しずつ検討をしていかなければならない

のではないかと思いました。 

 それから、新型コロナ感染症に関する成

年後見人の役割についても御報告をいただ

きましたが、この点について皆さん何か、

こんな事例がありましたとか、困っていま

すとか、御質問も含めてあればお願いした

いと思いますけど、いかがでしょうか。 

 成年後見人をしている立場からして、コ

ロナのワクチン接種、大輪委員、なかなか

大変な状況なのでしょうか。何か御経験な

どございましたら御披露いただけますとあ
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りがたいと思います。 

○大輪委員 

 知的障がいのある方ですが、本人同意と

いうことを基本的に置きながら、本人に確

認をしますが、本人は注射ということで、

なかなか最初は同意をしてくれないことが

ございます。ですが、そこで諦めるのでは

なくて、周りの状況、周りの方が予防接種

をしたよというような情報が本人のところ

に入ってくることによって、本人も環境か

ら影響を受けており、次の訪問のときに

は、予防接種どうしますかと尋ねると、

「自分の知っている何とかのお医者さんだ

ったらやってもいいよ」というように、本

人が同意してくれ、予診票に一緒にサイン

をするというようなことができました。 

 以上のように、１回では本人が今の状況

をなかなか理解できないような方たちの場

合には、周りの環境というのがすごく重要

になってくると感じたケースが幾つかあり

ました。そういった中で申込みの予約の電

話を一緒にしたりと、プロセスを共有する

というような御支援をさせていただいてい

ます。そのため、今のところ、私の利用者

さんで拒否の方はいないという状況になっ

ております。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。矢頭委員は、何

か御経験などありますか。 

○矢頭副会長 

 在宅と施設とで違うわけで、在宅は今大

輪先生がおっしゃったような形で進めてい

くと。施設は、ここの資料にもありますと

おり、成年後見人ですと同意権があるとい

うことで、施設側から同意を求める案内が

直接来たりした場合には、まず御本人に確

認をしていただきたいとお伝えします。面

会ができるのであれば、直接後見人のほう

から確認をするということも可能なんです

けれども、残念ながら面会ができない、ウ

ェブ等での面会しかできないということも

あるので、施設から確認をしてみていただ

きたいというお話をさせていただき、それ

でおそらく、同意が取れているんだろうと

思うんですが、注射完了したと、接種完了

したという御報告をいただくということが

ありましたので、そういう意味において

は、本人にまず確認をしていただくという

ところで進めていったということでありま

す。施設ごとに接種を進めていることもあ

って、徐々に施設による直接面談の緩和と

いうものが検討されつつあるというような

状況かなというふうに思います。 

 もう一つは、接種というか面談に関して

言えば、一切駄目かなというように思いつ

つも、どうしてもいろいろな課題解決のた

めに懸案事項があり、御本人の意思の確

認、接種にかかわらず確認をする必要性が

あるといったときにおいて、例外的に面談

を申し込むということは何回かあったんで

すけれども、全てにおいて御理解をいただ

いて、施設のほうでも対応いただき、短時

間で面談を対応していただいたということ

もありましたので、そういう意味において

は、厳しい状況ながらもいろいろ工夫しな

がらやっているという状況かなと思ってい

ます。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。 

 私も少し御報告させていただきますと、

今、在宅と施設という話がありましたけれ

ど、病院が結構難しいですね。面会の話で

すが、施設は何とか面会を認めてくれると

ころが多いのですが、病院はやはりいまだ

に面会は難しいという回答をいただくこと

が多くなっております。 
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 一応、病院でもウェブ面会は可能だとい

うところもありましたので、ある被後見人

の方についてはウェブ面会を使って本人の

同意を確認しようといろいろ努力をして、

紙芝居のようなものをパワーポイントで作

って説明することになりました。しかしな

がら、そもそも論的なコロナって何？ワク

チンって何？という説明が非常に難しく、

また、注射を打って感染を防ぐことができ

ますよ、注射をすると副反応というのがあ

りますよなどといろいろ説明をするのです

が、ウェブ面会ではそういう紙芝居を使っ

ての意思疎通もなかなか難しくて、結局そ

の方からまだ同意の確認が取れておらず、

病院とどうしましょうかというような話に

現在なっているという件がございます。 

 このように後見人は、現在、非常にワク

チン接種の同意を取るのに苦労して対応し

ているということなのですが、本人が同意

しない場合に後見人が本人に代わって接種

同意ができるのかという点については現在

かなり混迷した議論状況になっておりま

す。予防接種に関する法律を見ますと、本

人が同意できない場合には、後見人が保護

者として代わりに同意ができるかのように

記載されていると読めなくもないのです

が、御承知のとおり、後見人は医療同意権

というのを持っておらず、本人が注射をす

るという医療行為についてもともと同意が

できないということになっております。 

 そうしますと、このワクチンの接種の同

意というのは、医療同意との関係ではどう

いう意味があるのかということが大きな課

題で、国の説明もかなり混乱をしています

が、現在、法律的に整理されているのは、

やはり後見人に医療同意権はないので本人

に代わってワクチン接種について同意する

権限はないと。したがって、法律に書かれ

ている予防接種についての同意というの

は、手続的同意に過ぎないものだと。要す

るに御本人の同意を前提として、後見人は

接種手続について本人に代わって同意の署

名ができるという、こういった意味合いで

しかないというのが今言われているところ

です。 

 ただ、そのような理屈はなかなか施設や

病院には理解してもらえず、なぜ同意をし

てくれないんですかと、ほかの人に感染し

たらどうするんですかとか、トラブルにな

るようなこともあると聞いております。な

かなかセンシティブな問題ですので、後見

人もかなり努力して対応しているというよ

うなことも含めて御理解をいただけるとあ

りがたいなと思っております。 

 皆さんのほうから、他にこのワクチンの

件と後見人の関係で何か御体験とか御質問

とかあればお願いしたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○佐藤福祉事業部長 

 社会福祉協議会の福祉事業部長、佐藤で

す。資料で少し数字を確認したいんですけ

れども、１３ページのところの下の利用状

況というところで、区長申立て件数とあり

ますよね。そこで、３０年度は７２件、令

和元年度は６７件とあるんですけれども、

これと１０ページのところの足立区の数字

に行きますと、平成３０年度は、申立て数

は６３件になっているんです。令和元年も

６２件になっていますが、１３ページのほ

うだと６７件になっています。 

○関根権利擁護推進係長  

すみません、こちらは暦年で集計してい

るためだと思います。裁判所が出す数字は

１２月３１日現在などになるので少しずれ

ています。たまに一致するときがあったり

するので紛らわしくなるときがございます
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が。 

○佐藤福祉事業部長 

 では、１３ページのほうのグラフで見て

いくということでよろしいですね。 

○関根権利擁護推進係長 

 年度で集計する場合は、そうですね。 

○佐藤福祉事業部長 

 分かりました。 

○関根権利擁護推進係長 

 役所は年度で区切っているのですけれど

も、司法関係のほうは、年で区切ってい

て、先ほどの申立て件数なども、１２月３

１日現在などとなっています。暦年でカウ

ントしたり年度でカウントしたりと少しや

やこしくなってしまって申し訳ございませ

ん。 

○佐藤福祉事業部長 

 分かりました。 

 それから、１３ページのほうで若干、令

和元年度から令和２年度、２件減っている

のですが、私も今思い立ったところを気づ

いたんですけれども、令和２年度はコロナ

の影響がありまして、地域包括などの活動

もかなり減っております。動けなかったと

いうところが前半、後半は少し活動してい

たと思うんですけれども、令和２年度の前

半といいますか、半年間はかなり控えてい

たので、やはりそういった影響が若干出て

いるのではないかと思います。 

 ただ、活動していないならば、もっと減

っていてもおかしくないところですが、減

っているところが２件減で、２件のみにと

どまっているということは、減っていると

いうように見なくてもいいのかなと感じた

ところなので、少しお話しさせていただき

ます。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございました。そういった分

析はやはりしっかりとしていただくことが

重要かと思いますので、引き続きどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 この議題は、ほかにございますか。よろ

しいですかね。それでは、ほかに御意見や

御質問がないようですので、本件の質疑は

以上としまして、次に移りたいと思いま

す。 

 続きまして、議題の２番です。令和３年

度成年後見制度利用促進事業実施計画およ

び実施状況について、事務局から御報告を

いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○関根権利擁護推進係長 

 権利擁護推進係の関根です。議事資料の

２０ページをご覧ください。こちらは昨年

度、第２回の制度審査会、令和３年３月３

０日に使用したものをまた再掲させていた

だく形になっております。 

 計画と審議会と協議会、先ほど冒頭のと

ころで区市町村責務としての努力義務とし

て課せられたものという中で大きな３つの

もの、それからその中核機関というものを

なすための４つの専門的見地により、結果

として不正防止等につながるという、そう

いったところを足立区のところに落とした

ところでございます。 

 足立区の高齢に関しましては、高齢者福

祉計画・第８期介護保険事業計画というの

が今年から実施されておりまして、障がい

の分野におきましても、第６期障がい福祉

計画というのが実施されております。右側

のページ、２１ページ見ていただきます

と、足立区は短冊型のように、基本計画の

下に様々な計画がありまして、複数計画を

もって「何々計画」として位置づけます、

例えば、区営住宅更新計画、学校施設更新
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計画等をまとめて「公共施設等総合管理計

画」として位置づけます、といったように

他の分野にも多くあって、保健福祉分野に

おいても、右上の点線の囲みで、高齢者福

祉計画・第８期介護保険事業計画、保健衛

生計画、障がい者計画といったものがくく

られまして、足立区の「地域保健福祉計

画」として位置づけられている現状でござ

います。 

 なお、高齢福祉計画と保健衛生計画の指

針をなすために、若干上位な位置に「足立

区地域包括ケアシステムビジョン」「つな

がりで 育む安心 笑顔の将来（みら

い）」というのを表題にした計画を平成３

１年度から策定されていて、高齢者福祉計

画や保健衛生計画は、それの「行動計画」

として位置づけられて本年度から策定され

ているところでございます。 

成年後見制度利用促進に関しましては、

そちらの計画の中に散りばめるといいます

か、内包するといった形で高齢の計画、障

がいの計画の中で成年後見に関することを

うたっております。お手元の太いホチキス

留めで「計画資料」というのがございまし

て、こちらのほうに地域ケアシステムビジ

ョンの概要版、高齢福祉計画・第８期介護

保険事業計画の概要版、第６期障がい福祉

計画・第２期障がい児童福祉計画の概要版

とそれぞれの本編の抜粋、成年後見に関わ

る部分のところを記載しております。これ

らに基づいて、いろいろと高齢や障がいの

計画で足立区ではなされているというとこ

ろではあります。 

 そちらに関しましてもまた議題３とかぶ

ってしまうので、ここではそこまでにとど

めておきまして、その計画を実施している

中で、具体的に本年度はどのような動きを

するかという、２２ページをご覧いただき

まして、困難事例検討会、区長申立検討会

を毎月行って、先ほどの区長申立て等の件

数とかもありましたけれども、困難事例が

ある場合は必ず上げていただくような形で

庁内各所に連絡しておりまして、日々集約

して作業しているところでございます。 

 親族後見相談会、先ほど親族後見の話な

どいろいろ出ましたけれども、これまで実

施していた親族後見をされている方の相談

会から、今年度からは親族後見に限らず高

齢者、障がい者のくくりなく、無料法律相

談といったものを毎月、推進機関である権

利擁護センターあだちにて拡大して実施さ

せていただきまして、３か月滞りなく実施

した次第でございます。太枠の囲みが６月

までやったところでございます。 

 今年度の大きな取組としましては、やは

り７月の地域連携ネットワーク協議会、議

題３で取り上げますけれども、そちらの営

みと、それから８月にケアマネジャー向け

の研修などを、後で詳細は権利擁護センタ

ーあだちのほうから説明していただきます

が、ウェブで開催するなど、新たな試みと

して裾野を増やしていこうかなと。そうい

った部分の実施計画等は、記載のとおりで

ございます。 

 ページをめくっていただきまして、２４

ページに、無料相談の案内など、あだち広

報の今年度の５月１０日号の記事で、囲み

になっている部分がそちらでございます。 

 また、２５ページ、ホームページには常

時掲載しておりますので、この日程で予約

していただいて、常に満員だという状況を

伺っております。 

 具体的な計画事業予定や推進機関で行わ

れている状況、それから実施した報告など

について、権利擁護センターあだちの山本

課長からお願いいたします。 
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○山本権利擁護センターあだち課長 

 権利擁護センターあだちの山本と申しま

す。 

 お手元の議事資料２６ページを御覧いた

だければと思いますが、本年度、権利擁護

センターあだちのほうで成年後見関係にお

ける事業の一覧を掲載しているものでござ

います。まだ年度後半の部分については、

具体的な中身は今検討中というところもあ

りますので、その辺りも踏まえて御説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、研修等についてです。主催研修

は、直近で予定しておりますのが、８月１

２日のケアマネジャー向けの研修となりま

す。お手元の資料２８ページがその実施案

ということで、現在準備を進めているとこ

ろでございます。対象は足立区内で活動す

るケアマネジャーということで、そのケア

マネさんに向けた成年後見制度の基本とい

うことで行う予定です。 

 講師の先生でお招きいたしますのが、こ

ちらの資料の中には弁護士ということで、

資料を作成した際にはまだ講師の選定が済

んでいませんでしたが、東京弁護士会さん

のほうに打診させていただいて、先日回答

が来まして、小杉健太郎弁護士さんに講師

として来ていただき、成年後見制度につい

ての解説をお願いするということになって

います。 

 特にコロナの状況がまだまだ先の見えな

い状況もありまして、今回につきまして

は、事前に小杉弁護士さんに会場にお越し

いただいて、講義の中身を撮影させていた

だいて、その動画を配信させていただい

て、それを視聴していただくことで研修受

講ということに代えさせていただく予定を

しています。  

 スケジュールにつきましては、今、打合

せをしているところでございまして、８月

１２日に当日撮影をさせていただくと。動

画の編集を経て、８月２４日から９月１０

日という期間を定めて限定公開で動画を配

信させていただいて、視聴受講いただくと

いう予定をしております。 

 目的としては、こちらに書いてあるとお

り、高齢者の方々の一番身近で支援をして

いるケアマネジャーという立場の方から、

どういった方をこういった成年後見制度に

つなぐべきかということを、まず制度の中

身を御認識いただくことでおつなぎいただ

くということを目的として、この制度の周

知をしていく予定でございます。ケアマネ

向け研修については、今申し上げたような

形で準備を進めているところです。 

 それから、もう一つ、２６ページの一覧

表に戻っていただきまして、無料法律相談

会、月に１回やっておりますものについて

は、隣の２７ページ、４月から６月まで受

け付けたケースについて、簡単に概要版と

いう形でケースを載せさせていただいてい

ます。成年後見制度についての相談という

のもあるんですけれども、３か月で全部で

７件あるうち、３件ほどは負債や自己破

産、債務整理などについてという相談も含

めて来ているところでございます。 

 こちらについては、あだち広報で周知を

行うことのほか、毎月１回地域包括支援セ

ンター連絡会という包括の集まりがあると

ころにも情報提供をさせていただいて、も

し御相談したいケースがありましたら、権

利擁護センターまでお申込みくださいとい

うことで周知をしているところです。 

 あわせて、２６ページの左から３行目の

ところ、個別相談の司法書士のものについ

ては、今、打合せを進めているところで、

本年１０月より司法書士会、リーガルサポ
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ートさんの御協力をいただいて、月に１回

相談会を開催していく予定で準備を進めて

いるところです。 

 それから、その隣、その他と書いてある

ところです。これはまた社会福祉協議会と

リーガルサポートさん共催という形で秋口

に開催させていただいているリーガルサポ

ートの遺言成年後見の無料法律相談会、こ

ちらにつきましては、会場の予約について

秋口の衆議院選挙との兼ね合いもあって、

現時点の予定ですと１０月３０日、権利擁

護センターがあります千住庁舎にて開催を

していく予定です。これについては、あだ

ち広報で周知をする予定です。 

 後見人連絡会につきましては、昨年は一

度も開催することができませんでした。コ

ロナの影響で、集合形式で皆さんお集まり

いただいて、そういった研修とか会議を行

うことがなかなか難しい状況でもありまし

たので、昨年は一度も開催はしていないの

ですが、今年度は下半期の、具体的な日程

はこれからになりますが、オンラインとい

う形で開催できるように今検討を進めてい

るところです。 

 どうしても後見人連絡会は、講義形式と

いいますか、研修といった意味合いより

も、意見交換というものもあったりするの

で、リアルタイムオンラインで、Ｚｏｏｍ

などのそういったツールを活用しながら、

御参加いただける方にオンラインで意見交

換ができる場をつくれればなということで

今、協議しているところでございます。 

 雑駁ではございますが、権利擁護センタ

ーからは以上となります。 

○関根権利擁護推進係長 

 では、知的障がいの分野でお願いいたし

ます。３０ページですね。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 

 障がい福祉課の小川です。３０ページの

ところで、令和３年度の知的障がいの「小

規模講座」企画ということで書かせていた

だいています。前段に「位置づけ」という

ように書かせていただいているんですが、

先ほどの１つ目の議題のところで発言しよ

うかどうか迷いましたが、区長申立ての

数、それから申立ての数というところで、

実は知的障がいの部分については、横ばい

というか増えてきている感じはございま

す。申立て件数がそれほど飛び抜けて多く

はないので、高齢のほうと比べると大した

数ではないんですけれども、昨年度、それ

から今年度に関しても、月１ぐらいのペー

スでは区長申立て審査会に至るところまで

行くというような感じで、今年度５月はあ

りませんでしたが、７月、８月も案件とし

て上がってくるだろうと思っています。 

 それらのうちの幾つかは、やはり地域で

母子で暮らしていらっしゃる方の、例えば

お母さんが亡くなったとか、それで施設に

保護をして、その後どうしたらいいだろう

というところで、成年後見制度につなげる

しかないというような感じのものがありま

すし、今年度の初めに審査会まで持ってい

った案件は、お兄さんと２人暮らしで、お

兄さんが少し疲れてしまって、急遽入院さ

れてしまったというところで知的障がいの

方の申立てをする運びとなりました。 

 形はいろいろございますが、地域の中で

のいわゆる高齢の親御さんと高齢の障がい

者みたいな図式というのはやはり少しずつ

ありますし、ぎりぎりのところで今保って

いるなというのは実感としてあるので、そ

れも御家族が大勢いらっしゃる中ではな

く、どちらかというと、親一人子一人みた

いなところでの部分があるので、そういう

意味では、知的障がいの部分では、ひょっ



【 公 開 用 】 

- 17 - 

 

とするとこれから区長申立ても増えてくる

のかなという気がしています。施設入所の

ところでは、相変わらずのニーズがありま

す。 

 このようなことを前提に考えたときに、

この３０ページの位置づけのところで、要

は母一人子一人、父一人子一人でぎりぎり

のところではなく、その前の段階である程

度、成年後見制度につなぐことができるの

であれば、やはりそのほうがいいだろうと

考えております。通所施設などを利用され

ている、どちらかというとやはり重度の方

のほうがニーズとしては多いので、そうい

う方は大体どこかに通所されていて、そう

いう意味で言いますと、やはり日々通所し

ていらっしゃる利用者さんの支援をしてい

る通所施設の職員の方たちが一番ニーズと

いうのをキャッチできるはずだと考えてい

ます。 

 そのため、通所施設の職員の皆さんに成

年後見制度の理解をしていただくととも

に、何か起こってからではなく、そうなる

前に、通所施設の職員の方が相談していた

だいて、何とか相談支援事業所などにもつ

なぎながら成年後見制度につなげていけれ

ば、これがやはり形としてはいいだろうと

いうことで企画をしています。 

 企画の内容は、実は昨年度と全く同じで

す。ただ、昨年度、コロナの関係で２つと

も開催できなかったので、今年度はリベン

ジと思って、知的障がいの親の会を母体に

持っている施設の職員向けに、それから肢

体不自由の障がいをお持ちの方の御家族、

その家族会が母体の法人の職員さん向けに

ということで実施予定です。 

 特に知的のほうに関しては、講師という

よりは権利擁護センターと我々のほうで協

力しながら簡単に制度の説明はいたします

が、法人の中の人権啓発委員会という法

人、横のつながりの皆さんがいらっしゃる

ので、そういう方たちと一緒に考える、で

きればグループワークのようなものを取り

入れながらやっていくといったことを考え

ています。 

 それから、肢体不自由のほうの施設に関

しては、これは法人の考え方として、一般

の通所の職員が理解するのはもちろん大切

だけれど、その前に管理職が知らなかった

ら駄目だろうというような考えがあって、

管理職の皆さん向けにやるということを企

画しています。これについては、矢頭先生

に講師としてお願いしようということで、

２年間できなかったというのがあるので、

今年度は何とか実施したいと思っていま

す。 

 現時点では、９月、１０月頃の実施を考

えておりますが、コロナの状況などいろい

ろなことを考えるとずれる可能性はあると

思っています。冬の時期に２年連続でやろ

うと思って失敗したので秋に持ってきてい

るんですけれども、これも今後の感染状況

によっては変えざるを得ないのかもしれな

いというように思っています。 

 少し長くなりましたが、知的の分野はそ

ういう形で取り組もうと思っています。 

 以上です。 

○関根権利擁護推進係長 

 では、精神障がい関係分野に関しまし

て、ご説明をお願いいたします。 

○田口精神保健担当係長 

 中央本町・保健総合支援課精神保健係、

田口です。よろしくお願いいたします。 

 私からは３１ページ、３２ページの報告

をさせていただきます。まず、３１ページ

です。今年度の精神障がい関係者・当事者

向けの成年後見制度小規模講座の計画で
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す。３つあります。 

 まず１つ目は、６月３０日に精神障がい

の当事者向けの講座を企画、計画をしてい

ました。こちらについてはまた３２ページ

のほうで報告をしたいと思います。 

 次に２つ目ですが、８月３０日に保健師

向けの講座を予定しております。精神保健

担当者の各センターの保健師・担当者向け

に成年後見制度の概要と、そして申立てに

関する手続等の講座を受けていきたいと思

っております。 

 統計でも、精神障がいに関する数が少な

いんですけれども、年に１件から４件ずつ

は出ておりますので、保健師が関わって、

これはどういうことだというような全く知

識のないところでは御相談にも乗れません

ので、そういった知識をきちんと毎年積み

重ねていきたいと思いまして、保健師向け

の講座を企画しております。 

 そして３つ目ですが、１２月頃に精神障

がい者の家族向けというところで企画をし

ております。ここはまだ少し詰めておりま

せんので、どのような対象になるかという

ところはまだ明確ではございませんけれど

も、一つ家族向けにやっていきたいという

ようには思っております。 

 そして、３２ページを御覧ください。１

つ目の６月３０日の当事者向けの講座が、

先日、ちょうど１週間前に終わったところ

でございます。地域活動支援センターふれ

んどりぃという、場所が竹の塚にあり、精

神障がい者の地域活動を支援する場所でご

ざいます。そちらのほうで実施させていた

だきました。実は昨年度、同じ内容で１回

させていただいたところとても好評で、も

う一回やっていただけないかという声もあ

りまして、６月３０日に第２弾という形で

させていただいたところです。 

 参加者はセンターの利用登録者の方々、

いわゆる当事者の方々が今回３名参加して

いただきました。講師は、権利擁護センタ

ーあだちの職員さんです。内容としまして

は、簡単な基礎知識、そして地域福祉権利

擁護事業と二本立てでパンフレットとか資

料を用いて説明をいただいたところです。 

 参加者の感想もお聞きしましたが、やは

り将来の不安というところを皆さん口々に

おっしゃっておりました。また、お金がか

かるのかどうなのかというところもとても

注目されて聞いていたという感想がござい

ました。 

 実施録のところにもありますけれども、

参加者が３人しかいなかったというところ

では、１０人の定員ということで考えては

おりましたが、３人でよかったというよう

なセンターのスタッフからの意見もありま

した。実は昨年度、この同じ講座で９人の

方に参加いただきました。そのうちの１人

が今年度の２回目として、３人のうちの１

人ですね、受講をいただいた方がいまし

た。この方、昨年度の９人の中の１人では

質問が全くできなかったそうで、説明を初

めて受けて理解というところもあったかも

しれませんが、今回はゆっくりと話が聞け

て質問ができたという満足のお声もあった

ものですから、人数が少ない、じっくりと

ゆっくりと落ち着いた雰囲気での講座とい

うところでは、精神障がいの方に対する講

座はそういった形のほうがよろしいのかな

というような私の振り返りがございます。 

 また、経済面というところのものもあり

ますので、個別の相談のような形になって

しまうかもしれませんけど、ゆっくりとこ

の質問に質疑応答していただける時間もき

ちんと取ったほうがいいのかなと思いまし

た。親亡き後というところの不安も皆さん
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あるようですので、これからも当事者の制

度利用の促進を、少しずつ広めていけたら

というように思っております。 

 以上です。 

○八杖会長 

 御報告ありがとうございました。今、全

体的な実施計画につきましては、権利擁護

推進係長から御報告をいただいて、その

後、実際の実施状況について各御担当の

方々から、高齢分野、また障がい分野は知

的障がいと精神障がいの分野に分けて御報

告をいただきました。 

 今の御報告を踏まえまして、皆さんのほ

うから御質問等があったらお願いしたいと

思いますけど、いかがでしょうか。 

 矢頭委員、お願いします。 

○矢頭副会長 

 矢頭です。根本的な部分になりますが、

中核機関はもう設置されたんでしょうか、

業務委託がなされて。 

○関根権利擁護推進係長 

 はい、設置されております。 

○矢頭副会長 

 いつ頃？ 

○関根権利擁護推進係長 

 今年度４月１日からです。申し訳ござい

ません、議題３で取り上げようと思ってい

ました。地域連携ネットワーク協議会の関

係で要綱設置が４月１日からされまして、

中核機関の業務委託を、タッグを組む形で

権利擁護センターあだちさんとやっている

状況でございます。 

○矢頭副会長 

 分かりました。そうしますと、社協さん

が委託を受けて、その中核機関の名前など

は何かあるんですか。中核機関と呼べばよ

ろしいんでしょうか。 

○関根権利擁護推進係長 

 申し訳ありません。名称まではつくって

いないです。 

○佐藤福祉事業部長 

 社会福祉協議会では、区民に関わる講座

や相談など、そういう部分を委託しており

まして、区と権利擁護センターで中核機関

というようなシステムを取っております。 

○八杖会長 

 今の話ですと、全てを受託されているわ

けではないということですね。どこまでを

自治体である区が行って、どこからを委託

を受けている社協さんが行うのかというの

が、確かに今の御報告の内容を見ている

と、少し曖昧となっているような感じがす

るので、その点の整理が必要だということ

でしょうか、矢頭先生。 

○矢頭副会長 

 はい。 

○佐藤福祉事業部長 

 その辺りは議題３のほうで説明があるよ

うです。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。では、その点は

議題３にとっておくということにしていた

だいて、それ以外、もし御意見、御質問等

あったらお願いしたいと思いますけど、い

かがでしょうか。 

○大輪委員 

 質問ではないのですが。 

○八杖会長 

 大輪委員、お願いします。 

○大輪委員 

 親亡き後の支援ということで、障がいの

方の支援というところで私もよく御相談を

受けるんですが、どうしても親亡き後の支

援というと、親御さんの意見を中心に聞い

て、親御さんが今、親亡き後のために必要

だという形で申立てということになるので
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すが、ここではやはり、本人の意思、意思

決定支援ということが非常に重要になって

くると思っております。そのため、時間が

かかります。そういう意味では、親御さん

の意向を確認した上で、本人への意思決定

支援を、障がい者の施設とか、チームを組

んでやる体制づくりというのがとても重要

になってくるかなと考えます。 

 そんな形で私も、急がず本人への意思決

定支援を中心に支援をしていくというよう

なことを心がけようと思っていますので、

一緒に考えていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。今の点につい

て、小川さん、何かコメントはございます

か。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 

 まさにそのとおりで、成年後見制度の研

修をやりますからとかという言い方ではな

く、やはりふだんの生活の中でこういう部

分が気になりますよね、こういうところが

大変ですよねというようなことを一番キャ

ッチできるのが、やはり日々接していらっ

しゃる通所施設の職員の方なんですね。 

 入所施設などもそうなんですけれども、

成年後見人は施設の職員になってほしいな

んていうことを本当に純粋に言われる御家

族の方がいらっしゃったりして、そういう

意味では、そこからうまく入っていって、

それを相談支援事業所などと一緒に、そん

なに急がず、しかし、少し急がないと間に

合わないみたいな方も結構いらっしゃるの

で、少なくとも知的の部分ではそのような

アプローチをしようと考えています。その

とおりだと思います。 

○八杖会長 

 先ほど、精神のほうも田口係長から、親

亡き後の御相談などがあるということでし

たけれど、何か補足等ありましたらお願い

できますか。 

○田口精神保健担当係長 

 田口です。ありがとうございます。昨年

度９人の御参加いただいた方々も、やはり

親亡き後、親が年取ってきたから、そろそ

ろ自分のことを自分で考えなくてはいけな

いということを皆さんおっしゃっていまし

たので、そこについてやはりゆっくりと、

じっくりと精神の障がいの特性を踏まえな

がら、私たちも保健師として、ふだんの生

活の中からそういう言葉を、制度とかの御

利用のところを御紹介しながら一緒に考え

ていく姿勢をまた保健師にも広めていきた

いというように思います。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。知的障がいのほ

うでは、親亡き後問題というのはかなり主

要な問題として共通に認識していると思い

ますが、精神のほうもやはり同じ問題が当

然あるということは、意外と皆さんあまり

共有できていないような気もするので、今

お話しいただいたようなところをしっかり

進めていただければと思いますが、大輪委

員、何か補足はございますか。 

○大輪委員 

 特にございません。ありがとうございま

す。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。小川さん、よろ

しくお願いします。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 

 先ほど、私は重度の方を対象とした話を

してしまったような気がしますが、実は

中・軽度の知的障がいの方は、重度の方よ

りもさらにニーズがあると思います。親亡

き後という意味では、今親御さんがいるか



【 公 開 用 】 

- 21 - 

 

ら何とかなっているのが、結局親御さんが

亡くなってしまったときに、中・軽度の人

ですから施設入所がなかなかできない。自

分なりのいろいろなポリシーとか、いろい

ろなプライドがある。だから人の世話には

なりたくないというような方が地域で次々

に高齢化していったときの課題というのが

今出始めています。 

 そういう意味では、そういう方々にどう

やってアプローチするのかというのも課題

となるので、その点はおそらく、精神の方

と似ているのかなというように思います。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。今の中程度の方

ということについて、大輪委員、情報等あ

りましたら、何かいただけますでしょう

か。 

○大輪委員 

 やはりなかなか利用につながりにくい、

当事者向けの研修にもなかなかお誘いして

も出てくれないというところがあるかなと

いうふうに思います。しかし、これも施設

単位とか事業所単位とか、そういった形で

ぜひ当事者向けに理解していただけるよう

な分かりやすい研修があったらいいと思い

ます。 

○八杖会長 

 親御さんの皆さんは、成年後見制度に対

して信頼感がない方が多くて、違う方法で

できればという方が多いですよね。ですか

らやはり親御さん、また親の会の皆さんと

ざっくばらんにそういったことを少し検

討、お話をしてみるというのは、もう一歩

踏み出してもらうためのいいやり方なので

はないかと思います。 

 それから、別に成年後見制度が全てでは

ないと思いますから、ほかの制度もいろい

ろあるわけで、その方にとってどの制度が

よろしいのかということも含めて、何でも

かんでも成年後見に結びつけるということ

でなくてもいいのではないかなと、個人的

には思っております。 

 ほかの自治体などでは、親御さんから専

門職に対する信頼がないというようなお話

があったりしていまして、親の方々は皆さ

ん、親同士でネットワークでつながってい

るようなところもあって、成年後見制度を

使って専門職とうまくいかなかったりとい

うことがいろいろ情報交換などされている

ようです。我々専門職も、こういった形で

このように実際に後見業務をしていますと

いうことを十分に情報発信できていない部

分もあるので、専門職団体も、足立区もい

ろいろ関わっていらっしゃると思います

し、後で地域連携ネットワーク協議会の話

もあると思いますけれど、専門職が、自分

たちはこういった後見業務をしているとい

う情報発信をしていくことがとても重要で

はないかというのを私自身は感じることが

多いです。 

 以上になります。 

 ほか、いかがでしょうか。前回の審査会

のときに、計画、成年後見独自のものをつ

くっていくことを検討してみたいというよ

うな御発言があったかのように記憶してお

りますが、その点は、今後の御予定や進捗

など、もし御報告いただけることがあれば

お願いしたいと思います。いかがでしょう

か。 

○宮本高齢福祉課長 

 よろしいでしょうか。宮本です。 

○八杖会長 

 お願いします。 

○宮本高齢福祉課長 

 法で努力義務とされているこの利用促進
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計画については、何らかの形でまとめてい

く必要があるというふうに考えておりま

す。大きな課題だという認識を持っており

ます。一般論として計画をつくるというこ

とで、目指すべき姿を庁内外に発信してい

けるということ、あるいは課題の整理がで

きる、意義があるという認識でいます。た

だ、一方では、計画をつくることが目的で

はないのかなと。計画をつくって成果を出

していく、取り組んでいくことが一番大切

だという認識でいます。 

 というのが、先ほど冒頭のところで、足

立区の例えば制度の認知度、利用者数、申

立て件数、これ、計画を策定した自治体と

何か差が出ているかというと、決してそん

なことはないというように捉えておりま

す。要は計画をつくるということはコスト

がかかる。それ以上の成果を出していく。

では、どういう計画がいいのかというとこ

ろをじっくりと考えていかなければいけな

いのかなというふうに思っています。 

 どのような形で計画をつくるのか。現在

は計画の中のいろいろなところに頭出しを

した程度のものしか足立区はつくっており

ません。これを単体の固有の計画として策

定するのか、あるいは同じような計画で

も、しっかりと章立てをして計画の中に盛

り込んでいくのか、いろいろな形があると

思っていますが、今、私どもが考えている

のは、次期の高齢者保健福祉計画におい

て、少なくとも何らかの形でまとめていき

たいというふうに思っているのですが、ち

ょうどその上位計画である地域包括ケアシ

ステムビジョンの改定がほぼ同時期になっ

てしまいます。これらを含めてきちっと整

理した上で、何らかの形で次期のときには

お示ししなければいけない、そのような形

で考えておりますので、またいろいろとお

知恵をお借りすることもあるかと思います

が、そういった段取りで今後進めていきた

い、そのように考えております。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。確かに計画をつ

くること自体が目的ではないというのはそ

のとおりだと思いますので、実際に実のあ

る内容で進めていけるとよろしいのではな

いかと思います。 

 ただ、制度の持続可能性という問題は当

然出てくるわけですので、制度を持続して

いくためにどういうやり方がよろしいのか

というところはしっかり御検討いただきた

いと思います。我々も委員全員で協力する

つもりでおりますので、御検討いただけれ

ばと思います。 

 では、議題２はおおむね以上とさせてい

ただきます。議題３も関連する内容になり

ますので、もし御質問等があれば、議題３

のほうでいただきたいと思います。 

 それでは、議題３の、区における成年後

見制度利用促進の取り組み（地域連携ネッ

トワーク協議会）を中心に、事務局から御

説明をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○関根権利擁護推進係長 

 権利擁護推進係長、関根です。議事資料

の３４ページ、３５ページ、見開きになっ

ております。こちらは、やはり昨年度第２

回制度審査会での再掲になりまして、特に

右側の３５ページにおきましては、先ほど

の２０ページの再掲となります。 

 先ほど、地域連携ネットワーク、中核機

関の用語が飛び交っていますが、私も４月

に来てその辺りが少しぼやけているような

状況で、一応整理させていただきますと、

平成１２年度に介護保険制度の導入ととも

に成年後見利用制度、以前使われていた、
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いわゆる禁治産ですとか、準禁治産という

言葉がなくなり、後見、保佐として扱うこ

とになりました。ただ、そちらの制度利用

があまり進んでいないということで、平成

２８年に制度利用促進基本法と同２９年の

閣議決定がなされ、各自治体において一層

利用促進をして地域共生社会、当時は地域

包括ケアと呼んでいたのでしょうか、の実

現に資するため自治体計画をつくりなさい

と、それには中核機関を構成して、審議

会、計画があった上での一体的な取組が必

要ですよという形で自治体に努力義務化さ

れたというふうに引き継がれております。 

 先ほど、計画で散々出てきましたけれど

も、今年度から第８期の高齢計画、第６期

の障がい計画、それから高齢の分野、保健

の分野におきましては、地域包括システム

ケアビジョンという１８の柱の中の行動計

画として、その高齢計画は位置づけよう

と、足立区のいいところでも悪いところで

もあるのかもしれませんが、基本計画の下

にたくさんぶら下がる各計画ないしはプラ

ンというものを、ある種、複合的に捉えて

何とか計画とします、保健福祉分野では、

これとこれとこれとで地域保健福祉計画と

して位置づけます、これとこれとこれとを

結びつけて何とか計画と位置づけます、と

いう傾向が強いのですけれども、フレキシ

ブルな一方、少し曖昧になってしまうとい

うところは確かにあるかなと思われます。 

 その中で成年後見制度利用促進計画の位

置づけは記載のとおりで、今年度から中核

機関と銘打って、昨年度まで３年間にわた

って地区三士会のほうで協議が行われまし

て、本年度、地域連携ネットワーク協議会

という運びになります。 

 ３４ページのイメージ図、中段のほうに

あるのですけれども、業務内容の契約にな

りますので詳細は申し上げられませんが、

足立区としては、社会福祉協議会さんのほ

うにきちんと業務委託契約の中で、成年後

見制度利用促進基本計画閣議決定２の３及

び４に規定する中核機関機能に関する業務

というのは、これは委託している次第でご

ざいます。 

 その閣議決定３の２の④というのは、地

域連携ネットワークの中核となる機関が必

要ですとか、地域連携ネットワーク及び中

核機関が担うべき具体的機能ということ

で、両輪タッグを組んでやっていくという

形を取る形になるので、どちらかに丸投

げ、どちらかがやるというのではなくて、

実際に実務としても行っていただいている

権利擁護センターあだちさんの日々業務で

すとか、相談業務ですとか、そういう既存

のリソースを知らないところなどに提供で

きていけるような機会ができればいいなと

いった感じで、地域連携ネットワーク協議

会のほうをイメージしております。 

 そのように地域連携ネットワーク協議会

ができまして、地域包括システムケアビジ

ョンの下にある高齢の計画ないし障がい福

祉分野の計画があった上で、審議会とし

て、すみません、こちらも宿題を頂戴して

いますけれども、今あるこの会（制度審査

会）が審議会として位置づけるべく、今

後、修正していった上で、中核機関がなさ

れていくということで、今年度以降３年間

進めていく、というところが前年度までの

取組と計画でした。それについては記載の

とおりです。 

 ３６ページに移ります。昨年度の地域連

携ネットワークの検討協議会から名称のみ

を変えたような状態なのですけれども、協

議会設置要綱となります。本年の４月１日

から施行されていまして、地域連携ネット
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ワーク協議会、中核機関との連携に関する

ことということで要綱が設置され、めくっ

ていただきまして、３８ページ、個人名は

記載しておりませんけれども、職種等で１

０の分野から、基幹地域包括支援センター

のほうが今回事務局に入るのでカウントは

していないのですけれども、各分野から、

今までの専門三士以外の分野のところから

参加していただき委員を構成した次第でご

ざいます。もう再来週となってしまうんで

すけれども、７月２１日に１回目の地域連

携ネットワーク協議会を開催する運びにな

っております。 

 ３９ページは、中核機関連絡会を６月２

日、庁内推進連絡会の後に行いまして、打

ち合わせした次第でございます。今日出席

の山本課長ですとか、小川係長、田口係長

にも同席していただきまして、各分野のほ

うから、中核機関とは何ぞやというところ

から、ブレインストーミングみたいな形

で、今後これをどうしていくかというとこ

ろで話し合った次第でございます。 

 ４０ページをめくっていただきますと、

地域連携ネットワーク協議会ないしは地域

連携ネットワーク協議会をなすための中核

機関の在り方とか位置づけということとか

を、再度メンバーで確認した次第でござい

ます。 

 足立区における中核機関は４１ページに

あるような形で、家庭裁判所が特定の区に

肩入れというわけではないですけれども、

特定の区のみに結びつくような形ではなく

て、ブロックなどのオブザーバー的な出席

みたいな形はあるというような話は聞いて

いるのですけれども、当時は、ここには家

裁が入らない形になっております。今まで

の地区三専門職のほかに、精神障がいの分

野ですとか、知的障がいの分野ですとか、

医療関係者、行政書士会、また消費者セン

ター、金融機関等が参加する形で、今ある

もの、今あって既に動いている、既に成年

後見制度利用促進のために行われている営

みをいかにしていろいろな分野に広げてい

けるかというところが今後必要になってく

るだろうというところは確認した次第でご

ざいます。 

 それを念頭において４２ページを見てい

ただきますと、今年度は広報部会、部会と

いう名前ですと、部会設置という項目が項

目があるわけではないのですけれども、仮

称としまして、広報部会というものをやっ

て、広報・周知・啓発活動、ページ行った

り来たりで申し訳ございませんが、３４、

３５ページの、国が中核機関に求める役割

のセグメントの１つの広報・啓発・相談受

付というところを充実させていこうかなと

いう次第でございます。 

 年に２回予定しておりまして、７月２１

日が第１回、まだ予定ですけれども、第２

回は、年明けて１月１３日で、情報共有な

いしはそれがどのように事例を検討してい

くかというところで考えております。 

 中核機関連絡会で出ました意見等は４

４、４５ページにまとめさせていただきま

した。中核機関・地域連携ネットワーク協

議会の役割の確認をしたのですけれども、

先ほど名称があるかという話がありました

が、申し訳ありません、名称などそういっ

たものはなくて、中核機関の役割というも

のは、御存じかもしれませんけれども、適

切なチーム支援を行い、権利擁護につなげ

るためのコーディネーターとしての役割を

担うということで、中核機関ですと看板を

掲げて事務所があって、そこに専従職員が

いて何かするというわけではないので、情

報を集約して確実に伝えていく方法、スキ
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ームを構築するのが主な役割ではないか

と。 

 仕組みづくりとして集約して必要な機関

につないでいく。そのための分析、コーデ

ィネートを各機関集まって行うということ

で、互いに知らなくて不足していた情報等

が具体的に結びつくようになればいいと考

えております。広報の活動としては、また

新たに費用を取ってコストをかけて冊子を

作るなどではなくて、既に権利擁護センタ

ーあだちさんのほうで作られている成年後

見制度の御案内ですとか、各所で作られて

いるそういった配布物等も利用しながら、

行き届いていないところや、今まで置いて

いない場所などに置いていただいたり、配

布していただいたり、あとは金融機関の方

や各施設の方もいらっしゃいますので、そ

ういったところで実際に問題になっている

事例などを皆さんで情報共有していければ

いいと考えております。 

 個人情報を扱うというのは、個別検討会

とかではないので少し困難かとは思います

が、一般的な事柄に置き換えてみて、そう

いった機関等で情報共有が図れればいいと

考えております。まず今年度は、顔合わせ

というところから始めて、情報交換、共

有、さらには事例検討につなげていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。ご報告いただい

た内容には、本日これまで既にいろいろと

議論になっていることもたくさんあるよう

で、私の進行があまりよくなくて申し訳ご

ざいません。 

 今、御報告をいただきましたが、この地

域連携ネットワーク協議会は、矢頭委員が

メンバーで関わっていらっしゃるというこ

とでいいのでしょうか。 

○矢頭副会長 

 はい。 

○八杖会長 

 まだこれから第１回ということですが、

もし補足して御説明があったらお願いしま

す。 

○矢頭副会長 

 いや、まだないので。 

○関根権利擁護推進係長 

 まだ次第などもできていないので。 

○八杖会長 

 では、それにかかわらず、質問等、御意

見も含めて、時間の関係もありますので、

両方一度にいただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○矢頭副会長 

 よろしいですか。 

○八杖会長 

 矢頭委員、お願いします。 

○矢頭副会長 

 矢頭です。今回、中核機関の役割という

のは、今まであった機能を明確にする、つ

まり看板を掲げて内外に、成年後見制度の

ことであればここに集中させると。そうい

ったことを周りに周知させる、そういった

ところが一番大きいのだろうと思います。 

 したがって、今までやってきた事業、機

能というものはそれほど変わらないけれど

も、実際には中核機関というものを設置す

るというのは、ただ看板を掲げるだけとい

う捉え方になるんだろうかなというふうに

思うんですけれども、ここはそこを超え

て、一つ中核機関を設置したという機会を

捉えて、今までの機能や役割、そしてここ

に集中させるんだというところを内外にや

はりアピールしていく一つのいい機会かな

とは思います。 
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 したがって、４４ページ、４５ページで

語られるこの広報部会というのに少し期待

をしたいなと。せっかく設置をしましたの

で、設置しましたと。この役割分担をして

います、そしてこういったものについては

社協さんでやりますというようなアピール

を大々的に、少し大げさに言いますけれど

も、この際ですから大々的にやっていただ

いて、足立区も設置したというところが、

まず庁内、そして区民に分かるようにやっ

ていただけるといいのではないかと思いま

した。 

○関根権利擁護推進係長 

 ありがとうございます。本当はそのよう

な情報の機会提供として、例えば今年でし

たらオリンピックの聖火リレーとか、例年

のしょうぶまつりなど、足立区にはいろい

ろとイベントがあるのですけれども、御存

じのとおり、ことごとくコロナで縮小した

り中止になってしまったりしているので、

浸透の仕方というのを少し私のほうでも考

えあぐねている状況なので、今後ともお知

恵など拝借できればと思います。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。今のことに関連

して少し私からも申し上げると、今、地域

連携ネットワーク協議会の中で広報部会と

いうのをつくって、成年後見制度の利用促

進について周知を図っていこうということ

だと思うのですが、その話と今の中核機関

ができましたというその広報とは少々別な

ような気もしていて、１年間かけて、来年

の今頃に中核機関が実は昨年度できました

というような広報をするのは少し違うので

はないかと思いました。 

 ですから、成年後見制度、足立区の利用

について広報部会でいろいろ御検討いただ

くのは当然のこととして、今回中核機関が

できたということについては、これはもう

速やかに広報していただかなくてはいけな

いことだというように私自身は思ったので

すが、委員の先生方、もし御意見があった

らお願いしたいと思います。 

○矢頭副会長 

 矢頭です。おっしゃるとおりだと思いま

して、少し私、今控え目に申しましたの

で、できれば最初の、私の先ほどの前の議

題の質問で、できたのかできなかったの

か、私もちょっと把握していなかったとい

うところもありますので、おそらく、一般

市民、専門職、全然知らないかなというよ

うに思っていますので、その辺りは速やか

に周知いただけるといいかと思います。 

 広報部会でやることとそこでやることと

いうのは確かに重なる部分があるかもしれ

ませんが、やはり早急にやるべきことと、

ある程度腰を落ち着けて知恵を出し合って

というものと分けて考えていただけるとあ

りがたいと思います。 

○八杖会長 

 ありがとうございます。まずできそうな

ところからということですと、ホームペー

ジ、それは社協さんのホームページも自治

体のホームページも、もちろん予算の問題

などもあるのかもしれませんが、何かしら

手っ取り早く低予算で速やかにできそうな

ところだと思います。何かほかの自治体と

かでこんなやり方をやっているといった例

を御存じの委員の方がいらっしゃったらお

願いしたいと思いますが、いかがですか。 

 チラシを作っているところもあるのでは

ないでしょうか。中核機関ができましたと

いうような。もし、よい周知のアイデアが

あれば、引き続きお寄せいただきたいと思

いますが、やはり中核機関ができたという

ことはしっかり、タイミング的にこの機会
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でしか伝えられないことのような気もしま

すので、御検討いただきたいと思います。 

○関根権利擁護推進係長 

 かしこまりましました。ありがとうござ

います。 

○八杖会長 

 ほかにいかがですか。 

 結局、まだ地域連携ネットワーク協議会

のほうでやることと中核機関でやること、

皆さんでコンセンサスが十分には取れてい

ないということですよね。 

○関根権利擁護推進係長 

 そうですね、少し私の不勉強もあって本

当に申し訳ないのですけれども、私もそれ

を混ぜこぜにしていまして、中核機関がま

ずできましたという対外的な周知の活動

と、それから中核機関で行ったことなどを

発信するのとは確かに違う話かと思いまし

たので、まず、中核機関ができましたとい

うのは確かに、そうですね、ホームページ

等しか今は考えられないのですけれども、

作っていければいいと思っております。あ

りがとうございます。 

○八杖会長 

 加えてもう一つ、この審査会がどういう

役割なのかということを本当はもう少し議

論をして、中核機関と協議会と審査会の関

係についても一緒に検討ができるとよいの

ではないかと思っております。従来からこ

の審査会を少し改組しようというような話

も出ていたかと思いますので、併せて御検

討いただきたいと思っております。 

 ほか、いかがでしょうか。時間の関係も

ありますので、今のは大変重大な議題で、

これから、再来週、２１日に１回目の協議

会ができるということですので、いろいろ

検討を進めていただいて、またこちらのほ

うにも情報提供をいただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 では、最後の議題に参ります。議題の４

番、あだち区民後見人選考・養成状況等に

ついて御報告をいただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○関根権利擁護推進係長 

 権利擁護推進係長、関根です。 

 ４８ページ、あだち区民後見人、担い手

の１つとしまして足立区の区民後見人の選

考・養成の状況について、でございます。 

 まず、下のほうの３番の養成スケジュー

ルになってしまうのですけれども、令和４

年度登録が抜けています。それは昨年度に

コロナの関係で募集ができなかったので、

４年度登録が見送りになっているためで

す。今、令和３年度の登録の方の実施をし

ている最中でございまして、２番のほうに

戻っていただきますと、２０２０年の１０

月から第二次選考合格者３名が養成研修中

で、半年遅れて７月まで行う予定でござい

ます。 

 現在の足立区の登録者数ですが、女性２

２名、男性８名の３０名で、受任者数が５

名。４番の記録のほうは、登録者数として

累積の各年と、それから累計のものと受任

件数、１人のクライアントに対して１件、

例えば１人の後見人に対しして２人のクラ

イアントがついた場合は２件といった形

で、件数の各年度の数値と累計値を出して

おります。 

 今年度のスケジュールに関しまして、権

利擁護センターあだちの山本課長からお願

いいたします。 

○山本権利擁護センターあだち課長 

 権利擁護センターあだち、山本です。 

 資料の４９ページを御覧いただきたいと

思います。こちらの表ですが、実際コロナ

の影響で半年後ろにずれて、今養成を行っ
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ているところです。今回御参加いただいて

いる３名の方々については、２０２０年の

年明け１月に説明会に御参加いただいた方

から御応募いただいた３名の方ということ

で、本来であれば翌年度４月から養成が始

まるところだったんですが、コロナの影響

もありまして半年後ろにずれて、１０月か

らこちらにありますカリキュラムに沿って

養成をしているところです。 

 この座学の研修に御参加いただきつつ、

権利擁護センターのほうで行っております

地域福祉権利擁護事業の生活支援員として

の業務も並行して活動していただきながら

現場での実際の支援について学んでいただ

いて、今月、７月２７日がこのカリキュラ

ムの８日目、一番最後の研修ということ

で、実際に今、区民後見人として御登録い

ただいている方と意見交換したりとか、そ

ういった方が、区民後見人の方がケースを

受任する際には、権利擁護センターが後見

監督という立場になって、その後見監督人

との連携の仕方について、現役の区民後見

人の方からの活動体験談みたいな形で共有

していただくことを予定しています。９月

には最終的な面接を行って、その後登録と

いうふうに予定をしているところです。 

 現在の養成状況としては、以上となりま

す。 

○八杖会長 

 ありがとうございました。今のあだち区

民後見人選考・養成状況について、御質

問、御意見等ありましたらお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。 

 私から一言お伝えしますと、やはり今の

利用促進の関係で、あだち区民後見人をど

う位置づけていくかということを先ほどの

中核機関や協議会などの中でもしっかり検

討していただく必要があると思います。 

 今、国の状況ですと、後見人に誰がなっ

ているのかというところになると、とうと

う親族が２割を切ったという、そういった

状況にあります。残りの８割が、多くは専

門職ということになるんですが、やはり市

民後見人を含めいろいろな方が後見人をや

る、そういう後見人の多様性のようなとこ

ろもやっていかないと非常に閉塞感がある

ようにも思いますので、地域の担い手とし

て、区民後見人さんをどのような場面でど

のようにして活用していくかということを

この利用促進の中で足立区もしっかり考え

ていく必要があるだろうと思っておりま

す。 

 したがって、現在、実際の受任が５名に

限られているということもございますの

で、この区民後見に限らず法人後見もです

が、併せてよく御検討いただきたいと考え

ております。 

 ほか、御質問はございますか。はい、ど

うぞ。 

○山本権利擁護センターあだち課長 

 今の区民後見人の活躍の場というところ

で少々補足させていただいて、今、社協の

ほうで法人後見を受任しているケース、ケ

ースとして落ち着いているケースの方につ

いて、御登録いただいている区民後見人の

方々に、法人後見支援員という立場で、実

際に法人後見の中での業務を担っていただ

くと。そのケースが、例えば施設にお入り

になったりして落ち着いたところで、法人

後見から区民後見人にリレーしていくとい

うような形の取組を今年度、下半期には要

綱制定を進めて開始できればなというふう

には思っておりますので、一応、御報告で

す。 

○八杖会長 

 そうですね、リレー方式をどんどん活用
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していくというのがほかの自治体でも皆さ

ん行われているところです。今のように、

法人後見の支援員さんとして活躍していた

だきながら、その方が区民後見人としてス

ライドしていくという方法も非常によいと

思いますし、専門職が最初リレー方式で入

って、専門職から区民後見人にスライドす

るといった、リレーしていくという方法も

増えつつあります。 

 専門職がなかなか案件を手放さないので

リレーできないといったことも言われてお

りましたが、専門職を選任する段階で区民

後見人さんへのリレーの案件ですというこ

とでお願いをして、それで選任をしていた

だければ、リレーはスムーズに進むと思い

ます。 

 そして、首長申立ての範囲でしょうか。

これを区民後見人さんが対応できるような

案件まで広げて検討していくということが

今いろいろな自治体で検討されていること

ですので、足立区も、せっかく養成した区

民後見人さんが宝の持ち腐れになるような

ことがあってはならないと思いますので、

どういった場面で活用できるのか、法人後

見のお話を少し山本さんから御説明いただ

きましたが、もっといろいろやれることは

あるのではないかと考えておりますので、

ぜひ検討を進めていただければと思いま

す。 

 皆さんほかに何かございますでしょう

か。この区民後見人さんの件はよろしいで

すか。 

 では、最後に議題５というのがございま

して、その他何かあればということになっ

ておりますが、皆さんのほうから何か、今

日出た話題でもそうでないものについて

も、何かありましたらお願いしたいと思い

ますけど、いかがでしょうか。よろしいで

すか。 

 そうしましたら、ほかに御意見等ありま

せんので、この議題５、議題４につきまし

ては以上とさせていただきます。 

 最後に、事務局から次回の日程案につい

て御説明をお願いできますでしょうか。 

○関根権利擁護推進係長 

 権利擁護推進係長、関根です。 

 次第の大きな２番で出させていただきま

したけれども、第２回以降の日程でござい

ますけれども、第２回が２か月後なのです

けれども、令和３年９月９日の木曜日、場

所は１２回の会議室１２０５Ａ・Ｂとなっ

ております。 

 時間につきましては、本審査会に関して

は１４時からとなりますが、当日は１時間

前の１３時から、今ちょうど最後の議題に

も出ましたけれども、あだち区民後見人の

第三次選考の面接も行う予定となっており

ますので、どうぞご注意ください。 

 対象者は、先ほど議題４で触れました

が、３名でございます。また詳細が決まり

ましたら、通知文等を送らせていただきま

す。 

 第３回、４回につきましては、今日程を

調整させていただいておりますので、こち

らにつきましても、決まり次第なるべく早

くお伝えしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○八杖会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の議

事は全て終了しました。私の不手際で長時

間延長になってしまいまして、大変申し訳

ありませんでした。お詫び申し上げます。 

 議事録につきましては、事務局が作成し

て各委員への確認をお願いしますので、委



【 公 開 用 】 

- 30 - 

 

員の先生方、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 では、本日は閉会とさせていただきま

す。長時間にわたり、ありがとうございま

した。 

（ 閉 会 ） 


